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議 第 ５ ６ 号 赤磐市個人情報保護法施行条例 可決 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ―

議 第 ５ ７ 号 赤磐市個人情報保護審査会条例 可決 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ―

議 第 ６ ９ 号
（ 修 正 案 ）

令和４年度赤磐市一般会計補正予算（第８号）
についての修正案

可決 ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ―

議 第 ６ ９ 号
（ 原 案 ）

令和４年度赤磐市一般会計補正予算（第８号） 可決 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ―

請 願 第 ５ 号
「不登校児童生徒に対して多様な学習機会の確
保のための経済的支援制度の確立を求める意見
書」の採択を求める請願書

採択 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ―

請 願 第 ６ 号
「消費税インボイス制度の実施を当面延期する
よう求める」意見書を国に提出することを求め
る請願

不採択 ● ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ● ―

発 議 第 ８ 号
不登校児童生徒に対して多様な学習機会の確保
のための経済的支援制度の確立を求める意見書

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

議案番号 案                件 議決結果

議 第 ５ ５ 号 財産の処分について 可決

議 第 ５ ８ 号
赤磐市バス運行に関する条例の一部を改正する
条例

可決

議 第 ５ ９ 号
赤磐市の議会の議員及び長の選挙における選挙
運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一
部を改正する条例

可決

議 第 ６ ０ 号
赤磐市の議会の議員及び長の選挙における選挙
運動用自動車の使用の公営に関する条例の一部
を改正する条例

可決

議 第 ６ １ 号
赤磐市の議会の議員及び長の選挙における選挙
運動用ビラの作成の公営に関する条例

可決

議 第 ６ ２ 号
赤磐市職員の定年等に関する条例の一部を改正
する条例

可決

議 第 ６ ３ 号
地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴
う関係条例の整備に関する条例

可決

議 第 ６ ４ 号 赤磐市職員の修学部分休業に関する条例 可決

議 第 ６ ５ 号 赤磐市職員の高齢者部分休業に関する条例 可決

議 第 ６ ６ 号 赤磐市職員の自己啓発等休業に関する条例 可決

議 第 ６ ７ 号
赤磐市職員の給与に関する条例等の一部を改正
する条例

可決

議 第 ６ ８ 号
赤磐市心身障害者医療費給付条例の一部を改正
する条例

可決

議 第 ７ ０ 号
令和４年度赤磐市国民健康保険特別会計補正予
算（第２号）

可決

議 第 ７ １ 号
令和４年度赤磐市介護保険特別会計補正予算
（第２号）

可決

議 第 ７ ２ 号 令和４年度赤磐市一般会計補正予算（第９号） 可決

※下記に記載する議案については、全会一致で可決しています。

令和４年１２月第６回赤磐市議会定例会審議結果

○＝賛成　●＝不賛成

※実盛祥五議長は地方自治法第１１６条第２項の規定により議決に加わることができません。


